
 

◎入札公告 

   一般競争入札について次のとおり公告する。 

  

令和７年11月21日 

                    茨城県立医療大学長  

１ 入札に付する事項 

(1) 購入物件名及び数量 

   重油 JIS １種１号 266,000L（予定数量） 

(2)  購入物件の性質等 

   購入物件の性質等に関し、別に定める入札説明書で指定する特質等を有すること。 

(3)  納入期間 

  令和８年１月６日から令和８年３月31日まで 

(4)  納入場所 

   茨城県立医療大学 茨城県稲敷郡阿見町阿見4669番地２ 

   ４箇所（大学用タンク１、病院用タンク１、非常用発電機用タンク２） 

 

２ 競争入札参加資格 

入札に参加する者に必要な資格は、次のとおりである。 

(1)  地方自治法施行令（昭和22年政令第16号。以下「政令」という。）第167条の４第１項の規定に 

該当しない者及び同条第２項の規定に基づく茨城県の入札参加の制限を受けていない者であるこ 

と。 

(2) 茨城県物品調達等競争入札参加者資格審査要項（平成８年茨城県告示第254号）に基づく物品調 

達等競争入札参加資格があること。ただし、茨城県物品調達等登録業者指名停止基準に基づく指 

名停止の措置を受けていない者であること。 

(3) 石油の備蓄の確保等に関する法律（昭和50年法律第96号）第27条の規定により石油販売業の届

出をしていることを証明した者であること。 

(4) 本公告に示した物品調達の規格（仕様）に適合した物品及び数量を確実に納入することができ 

ることを証明した者であること。 

(5) 会社更生法（平成14年法律第154号）に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事 

再生法（平成11年法律第225号）に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。 

(6) 茨城県暴力団排除条例（平成22年茨城県条例第36号）第２条第１号から第３号に規定する 

者でないこと。 

（7） 県内に本支店又は営業所を有すること。 



 

３ 入札説明書の閲覧期間及び場所 

(1)  茨城県物品役務入札情報サービス 

 ア 期間 

    入札公告の日から令和７年12月８日（月）まで 

 イ URL 

   下記のアドレスから調達機関名：茨城県、部局名：保健福祉部、課所名：医療大学を選択し、 

  「物品・役務」をクリックし、さらに、登録情報検索をクリックすること。 

   http://ppi2.cals-ibaraki.lg.jp/koukai/do/Accepter 

 (2)  茨城県立医療大学ホームページ 

 ア 期間 

入札公告の日から令和７年12月８日（月）まで 

 イ 場所 

   下記アドレスから閲覧 

   https://www.ipu.ac.jp/about/bid-information/ 

 ウ (1)で閲覧できる内容と(2)の内容は同一であることから、(1)(2)で閲覧できない場合は下記ま

で連絡すること。 

   茨城県稲敷郡阿見町阿見4669番地2 茨城県立医療大学 総務課 経理担当 

   電話 029-840-2113 

 

４ 入札参加資格等の確認 

(1) この一般競争入札に参加を希望する者は、一般競争入札参加資格確認申請書に２の(3)及び(4) 

に係る証明書等を添付して、３の(2)に示す場所に（茨城県の休日を定める条例（平成元年茨城県 

条例第７号）に定める休日を除く。）令和７年12月８日（月）午後４時まで（正午から午後１時 

までを除く。）に提出しなければならない。 

(2) 入札参加資格の有・無について審査し、令和７年12月11日（木）までに入札参加資格等の確認 

の結果を確定する。一般競争入札に参加を希望する者には、入札参加資格等確認通知書により回 

答する。なお、参加資格が「無」の場合は、その理由を付する。 

(3) 前項により参加資格が「無」の通知を受けた者は、この一般競争入札に参加できない。 

 

５ 入札手続等 

 (1) 入札書の提出方法は、競争入札参加資格者が入札書を(2)に示す日時に直接持参する方法又は 

(3)に示す郵便による方法とする。 

  なお、入札執行回数は、２回を限度とする。 



(2) 持参による提出方法 

ア 入札書の提出日時 

    令和７年12月23日（火） 午前10時 

  イ 入札書の提出場所 

   〒300-0394 茨城県稲敷郡阿見町阿見4669番地２ 

 茨城県立医療大学 図書館ゼミ室２ 

(3) 郵便による提出方法 

  ア 受領期限 

    令和７年12月19日（金） 午後５時必着（入札書は１回限りとする。） 

  イ 連絡先及び郵送先 

    ３の(2)に示す場所 

(4)  手続きにおいて使用する言語及び通貨 

   日本語及び日本国通貨 

(5)  入札書の記載方法 

    入札金額は、１リットル当たりの単価を記載すること。 

なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する 

額を加算した金額をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事 

業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額 

（消費税及び地方消費税抜き）を入札書に記載すること。 

(6)  入札保証金 

   入札金額の100分の５以上の額とする。ただし、茨城県財務規則（平成５年茨城県規則第15号。

以下「財務規則」という。）第143条第２頁各号のいずれかに該当する場合においては、入札保

証金の全額又は一部の納付を免除する。 

(7) 契約保証金 

   契約金額の100分の10以上の額とする。ただし、財務規則第138条第２頁各号のいずれかに該当

する場合においては、契約保証金の全額又は一部の納付を免除する。 

 (8)  入札の無効 

    本公告に示した競争入札参加資格のない者が提出した入札、入札に関する条件に違反した入

札及び財務規則第148条各号のいずれかに該当する場合の入札は、無効とする。 

(9)  落札者の決定方法 

      本公告に示した物品を納入できると茨城県立医療大学長が判断した入札者であって、財務規

則第146条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入

札を行った者を落札者とする。 



(10) 契約書の作成の要否 

     要 

 

６ 入札説明書に関する質問及び回答 

  入札公告の日から令和７年11月28日（金）までの土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律 

に規定する休日を除く毎日の午前９時から午後４時まで（正午から午後１時までを除く）に、(1)ま 

で提出すること。 

  なお、提出書類の様式は、諸様式に添付のものを用いること。 

  回答は、令和７年12月２日（火）までに、ファクシミリで個別に回答するとともに、その内容を

茨城県のホームページ（一般競争入札（物品・役務）－入札情報サービス）に掲載する。 

 【質問書の提出先】 

  〒300-0394 茨城県稲敷郡阿見町阿見4669番地２  

茨城県立医療大学 総務課 経理担当 

  電話  029-840-2113 

FAX 029-840-2301 

 

７ その他 

詳細は、入札説明書による。 

 



入札説明書 

 

 この入札説明書は、地方自治法（昭和22年法律第67号）、地方自治法施行令（昭和22年政令第16号。 

以下「政令」という。）、茨城県財務規則（平成５年茨城県規則第15号。以下「財務規則」という。） 

及び入札心得（平成９年茨城県告示第1141号）、本件調達に係る入札公告（以下「入札公告」という。） 

のほか、本大学が発注する調達契約に関し、一般競争入札に参加しようとする者（以下「入札参加者」 

という。）が、遵守しなければならない一般的事項を定めたものであるので、入札参加希望者は次の事 

項を熟知のうえ、入札書を提出してください。 

 

１ 公告日 令和７年11月21日 

 

２ 競争入札に付する事項 

  別記のとおり。 

 

３ 入札参加者に必要な資格 

(1)  政令第167条の４第１項の規定に該当していない者であること及び同条第２項の規定に基づく茨

城県の入札参加の制限を受けていない者であること。 

 (2)  茨城県物品調達等競争入札参加者資格審査要項（平成８年茨城県告示第254号）に基づく物品調 

達等競争入札参加資格があること。ただし、茨城県物品調達等登録業者指名停止基準に基づく指名 

停止の措置を受けていない者であること。 

(3)  石油の備蓄の確保等に関する法律（昭和50年法律第96号）第27条第１項の規定により石油販売 

  業の届出をしていることを証明した者であること。 

(4) 入札公告において示した物品調達の規格（仕様）に適合した物品及び数量を確実に納入すること 

ができることを証明した者であること。 

(5)  会社更生法（平成14年法律第154号）に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事 

再生法（平成11年法律第225号）に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。 

(6) 茨城県暴力団排除条例（平成22年茨城県条例第36号）第２条第１号から第３号に規定する者でな 

いこと。 

（7） 県内に本支店又は営業所を有すること。 

(8)  入札公告において示した入札参加を希望する者が証明すべき事項は、次表左欄に掲げる事項とし、 

同表中欄に掲げる書類を別記の２(1)及び(4)に示す場所、期間に全て提出すること。 

入札参加者が証明すべき事項 書  類  名 様  式 

入札参加に必要な資格を有すること 一般競争入札参加資格確認申請書 様式第１号 

石油の備蓄の確保等に関する法律第27条
第１項の規定による届出をしていること 

「石油販売業開始届出書」又は「同変
更届出書」の写し （注１） 

－ 

入札参加者が必要な資格を有すること 一般競争入札参加資格等確認資料 様式第２号 

調達物品の納品が確保されていること 納品証明書（注２）  様式第３号 

配送計画が整っていること 配送計画証明書 様式第４号 

入札の公正を害する行為をしないこと 誓約書 様式第５号 

 



注１）「石油販売業開始届出書」に変更がある場合は、直近の「石油販売業変更届出書」の写
しを添付すること。 

注２）元売会社からの『出荷保証書』及び『成分分析表』を添付すること。 

(9)  提出書類を確認した結果は書面（様式第６号）により通知する。 

なお、本契約を履行することができると認められた者に限り入札に参加できるものとする。 

 

４ 入札及び開札 

(1) 入札参加者又はその代理人は、入札公告、入札説明書、重油単価契約書（案）、茨城県財務規則 

及び入札心得等を熟知のうえ入札しなければならない。この場合において、当該入札公告等につい 

て疑義があるときは、別記の３に掲げる部局に説明を求めることができる。ただし、入札後、入札 

公告等についての不知又は不明を理由として異議を申し立てることはできない。 

(2)  入札参加者又はその代理人は、入札に際しては、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法 

律（昭和22年法律第54号）等に抵触する行為をしないこと。 

(3)  入札参加者又はその代理人は、入札書に必要事項を記載（押印を含む。）し、当該入札書を直接 

に又は郵便（書留郵便に限る。）により別記の２(1)及び(2)に示す場所、期間に提出しなければな 

らない。 

(4) 入札書及び入札に係る文書に使用する言語は日本語に限るものとし、また、入札金額は日本国通 

貨による表示に限るものとする。 

(5) 入札参加者又はその代理人は、次に掲げる事項を記載した入札書（様式第７号）を提出しなけれ 

ばならない。 

   ア 入札金額 

   イ 入札参加者が入札する場合は、入札参加者の住所、氏名（法人の場合は、その商号又は名称 

及び代表者の氏名）及び押印 

   ウ 代理人が入札する場合は、入札参加者の住所、氏名（法人の場合は、その商号又は名称及び 

代表者の氏名）、代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名及び押印 

(6) 入札書は、直接に提出する場合は封書に入れ、密封し、かつ、その封皮に氏名（法人の場合はそ 

の商号又は名称）及び「12月23日開札〔重油 JIS １種１号〕入札書在中」と朱書きすること。 

郵便により提出する場合及び郵送受領期間内に直接提出する場合は二重封筒とし、入札書を中封 

筒に入れて密封のうえ、当該中封筒の封皮には直接に提出する場合と同様に氏名等を朱書きし、外 

封筒の封皮には「12月23日開札〔重油 JIS １種１号〕入札書在中」と朱書きすること。 

(7)  代理人が入札する場合は、開札時までに委任状（様式第８号）を提出しなければならない。 

(8)  入札参加者又はその代理人は、入札書の記載事項を訂正する場合は、当該訂正部分について訂正 

線を引き、押印しておかなければならない。ただし、入札金額についての訂正は認めない。 

(9)  入札参加者又はその代理人は、その提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることができ 

ない。この規定は郵送による入札書にも適用する。 

(10) 入札参加者又はその代理人が連合し、又は不穏の挙動をする等の場合で競争入札を公正に執行す 

ることができない状態にあると認めたときは、当該入札を延期し、又はこれを中止することがある。 

(11) 入札金額は、１リットル当たりの単価を記載するものとし、調達物品の納入場所渡しに要する 

   一切の諸経費を含め入札金額を見積るものとする。 

(12) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算 

した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額とする。）を 



もって落札価格とするので、入札参加者又はその代理人は、消費税及び地方消費税に係る課税事業 

者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札 

書に記載すること。 

(13) 入札公告により、茨城県物品調達等競争入札参加者資格審査要項に基づき物品調達等競争入札 

   参加資格審査申請書を提出した者が、当競争入札参加資格審査を有すると認められることを条件に 

   あらかじめ入札書を提出した場合において、当該者に係る入札資格審査が開札日時までに終了して 

   いないとき又は資格を有すると認められなかったときは、当該入札書は落札決定の対象としない。 

(14) 開札の日時及び場所（以下「入札場」という。）は別記の２(3)のとおり。 

(15) 開札は、入札参加者又はその代理人が出席して行うものとする。この場合において、入札参加 

   者又はその代理人が立ち会わないときは、入札執行事務に関係のない本大学職員を立ち会わせて 

これを行う。 

(16) 入札場には、入札参加者又はその代理人並びに入札執行事務に関係のある職員及び前記(15)の 

立会い職員以外の者は入場することができない。 

(17) 入札参加者又はその代理人は、開札時刻後においては、入札場に入場することができない。 

(18) 入札参加者又はその代理人は、特にやむを得ない事情があると認められる場合のほか、入札場 

   を退場することはできない。 

(19) 入札場において、次のいずれかに該当する者は当該入札場から退去させる。 

   ア 公正な競争の執行を妨げ、又は不正の利益を得るための連合をした者 

   イ 公正な価格を害し、又は不正の利益を得るための連合をした者 

(20) 入札参加者又はその代理人は、本調達に係る入札について他の入札参加者の代理人となること 

ができない。 

 

５ 不公正な入札 

(1)  公正な競争を不法に阻害する入札を行った場合には、当該入札書の入札を無効とする。 

(2)  (1)に該当する入札を行った者は、再度入札する資格がない者とみなし、かつ、当該入札者の氏
名を公表するものとする。 

 

６ 無効の入札書 

   次のいずれかに該当する入札書は、これを無効とする。 

(1)  入札公告に示した競争に参加する者に必要な資格のない者の提出したもの。 

(2)  入札金額のないもの。 

(3)  入札参加者が入札する場合は、入札参加者の住所、氏名（法人の場合は、その商号又は名称及び 

代表者の氏名）及び押印のないもの又は判然としないもの。 

(4) 代理人が入札する場合は、入札参加者の住所、氏名（法人の場合は、その商号又は名称及び代表 

者の氏名）、代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名及び押印のないもの又は判然としな 

いもの（入札参加者本人の氏名（法人の場合は、その商号又は名称及び代表者の氏名）又は代理人 

であることの表示のない又は判然としない場合には、正当な代理であることが委任状その他で確認 

されたものを除く。）。 

(5)  入札金額の記載が不明確なもの。 

(6)  別記の２(2)に掲げる入札書の受領期間内に到達しなかったもの。 

(7)  その他入札に関する条件に違反したもの 



 

７ 落札者の決定 

(1) 有効な入札書を提出した者であって、財務規則第146条の規定に基づき作成された予定価格の制 

限の範囲内で最低価格をもって入札した者を落札者とし、契約の相手方とする。 

(2)  落札となるべき同価の入札をした者が２人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、 

落札者を決定するものとする。 

(3)  (2)の同価の入札をした者のうち、出席しない者又はくじを引かない者があるときは、入札執行 

事務に関係のない職員に、これに代わってくじを引かせ落札者を決定するものとする。 

(4) 落札者とされなかった入札参加者から請求があったときは、速やかに落札者を決定したこと、落 

札者の氏名及び住所、落札金額並びに当該請求を行った入札参加者が落札されなかった理由又は無 

効とされた場合にあっては、無効とされた理由を、当該請求を行った入札者に書面をもって通知す 

るものとする。ただし、開札に立ち会った入札者は、開札の場所において、口頭で通知することで 

これを省略できるものとする。 

(5) 落札者が、指定の期日までに契約書の取り交わしをしないときは、落札の決定を取り消すもの 

  とする。 

 

８ 再度入札 

(1) 再度入札は一回とする。 

(2) 初度入札に参加しない者は、再度入札に参加することができない。 

(3) 再度入札を行っても落札者がいないときは、その入札における最低価格を入札したものに見積書
の提出を求め、随意契約に移行する場合がある。 

 

９ 入札保証金 

  入札金額の100分の５以上の額とする。ただし、財務規則第143条第２項各号のいずれかに該当する
場合においては、入札保証金の全額又は一部の納付を免除する。 

 

10 契約保証金 

  契約金額の100分の10以上の額とする。ただし、財務規則第138条第２項各号のいずれかに該当する

場合においては、契約保証金の全額又は一部の納付を免除する。 

 

11 契約書の作成 

(1)  入札を執行し、契約の相手方が決定したときは、令和８年１月６日に契約書を取り交わすものと 

する。 

(2) 契約書は２通に記名押印し、各１通を保管する。 

(3)  契約書及び契約に係る文書に使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 

(4)  本契約は、茨城県立医療大学長及び契約の相手方の双方が契約書に記名押印して成立するものと 

する。 

 

12 入札者に求められる義務 

   入札参加者又はその代理人は、入札公告等において求められた調達物品の条件、入札参加者に 

    必要な資格の証明等について説明を求められた場合は、開札日の前日までに入札参加者の負担に 

おいて完全な説明をしなければならない。 



 

13  契約事項 

  別添単価契約書(案)のとおり 

 

14 その他必要な事項 

(1)  入札参加者若しくはその代理人又は契約の相手方が本件調達に関して要した費用については、す 

べて当該入札参加者若しくはその代理人又は当該契約の相手方が負担するものとする。 

(2)  入札者と使用する入札書等の関連については、次表のとおり。 

 

(3)  本件調達に関しての照会先は、別記の３のとおり。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

入札者の別 使用する様式 

入札参加者が入札するとき 様式第７号 

入札権限について、入札参加者から委任を受けている者が入札
するとき 

様式第７号及び様式第８号 



別記 

 

１ 競争入札に付する事項 

(1)  購入物件名 

   重油 JIS １種１号 

(2)  購入量 

   予定数量：266,000リットル 

(3)  納入期間 

   令和８年１月６日から令和８年３月31日まで 

(4)  納入場所 

   茨城県立医療大学 茨城県稲敷郡阿見町阿見4669番地２ 

   ４箇所（大学用タンク１、病院用タンク１、非常用発電機用タンク２） 

(5) 納入方法 

当大学が指定する日時に指定数量をタンクローリー車で納入すること。 

  （１回に14キロリットル程度） 

 

２ 入札及び開札 

(1)  入札書、品質証明書等添付書類の提出場所 

   〒300-0394 茨城県稲敷郡阿見町阿見4669番地２ 

   茨城県立医療大学 総務課 経理担当 

   電話 029-840-2112 

(2)  入札書の受領期間    

   （郵送の場合）令和７年12月19日（金）午後５時まで 

   （上記以外）開札当日 

 (3)  開札の日時及び場所 

   （開札日時）令和７年12月23日（火）午前10時 

   （開札場所）茨城県立医療大学 図書館ゼミ室２ 

(4) 品質証明書等添付書類の受領期間 

入札公告の日から令和７年12月８日（月）午後４時まで 

 

３ 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地 

      〒300-0394 茨城県稲敷郡阿見町阿見4669番地２ 

   茨城県立医療大学 総務課 経理担当 

   電話 029-840-2113 


